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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体の少なくとも片面に粘着剤層を有する貼付剤であって、
　該粘着剤層は、粘度平均分子量１，７００，０００～６，５００，０００の合成ゴム、
高極性有機流体成分、タッキファイヤー、及びメタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含み
、
　該高極性有機流体成分が、有機概念図における無機性値と有機性値とから下記の式によ
り算出される角度が２０°～８０°の範囲内にある有機流体である、ことを特徴とする、
貼付剤。
【数１】

【請求項２】
　粘着剤層中の高極性有機流体成分の含有量が粘着剤層の総重量に対して２０重量％以下
である、請求項１記載の貼付剤。
【請求項３】
　高極性有機流体成分よりも極性が低い低極性有機流体成分をさらに含み、
　該低極性有機流体成分が、有機概念図における無機性値と有機性値とから下記の式によ
り算出される角度が０°～１９°の範囲内にある有機流体である、請求項１又は２記載の
貼付剤。
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【数２】

【請求項４】
　粘着剤層中の高極性有機流体成分と低極性有機流体成分の合計含有量が粘着剤層の総重
量に対して５０重量％以下である、請求項３記載の貼付剤。
【請求項５】
　粘着剤層中のメタケイ酸アルミン酸マグネシウムの含有量が粘着剤層の総重量に対して
２５重量％未満である、請求項１～４のいずれか１項記載の貼付剤。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項記載の貼付剤の粘着剤層に薬物をさらに含有してなる、貼
付製剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、支持体の少なくとも片面に粘着剤層を有する貼付剤および貼付製剤に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、皮膚を保護するため、又は薬物を皮膚面を通して生体内へ投与するため等の
目的で、種々の貼付剤および貼付製剤が開発されている。
【０００３】
　貼付製剤の粘着剤層の粘着剤として用いられる合成ゴムは、官能基を持たないため粘着
剤層中の薬物の安定性の点で好ましく、また、薬物の放出性が良いという長所がある。し
かし、このような合成ゴムは、官能基を持たないために疎水性であり、粘着剤層に高極性
の有機流体成分を含有させる場合には、有機流体成分との相溶性が低いために問題が生じ
る。つまり、合成ゴムと有機流体成分との相溶性が低いと、粘着剤表面に有機流体成分が
ブルーミングして接着力の低下を引き起こして、貼付製剤を貼付対象に貼付してもすぐに
剥がれてしまう。このため、粘着剤に合成ゴムを使用した粘着剤層に、粘着剤層へのソフ
ト感の付与や、貼付製剤を皮膚から剥離する時の皮膚接着力に起因する痛みや刺激の軽減
のために、有機流体成分を含有させる場合、有機流体成分に極性の低い有機流体成分しか
使用できず、そのために薬物も極性の低いものに限定されてしまう。
【０００４】
　粘着剤層に粘着剤と相溶性の低い成分を含有させる場合の問題の解消を課題として取り
扱った文献としては、例えば、次のようなものがある。
　特許文献１は、粘着剤、難水溶性薬物、難水溶性薬物を溶解する３種の有機流体成分、
及び架橋ポリビニルピロリドンを含む貼付製剤を開示する。ここで、架橋ポリビニルピロ
リドンは、ゴム系粘着剤に対して相溶性の低い高極性の有機流体成分を粘着剤層内に保持
するために加えられている。そして、粘着剤層が架橋ポリビニルピロリドンを含有してい
ない比較例では、粘着剤層から有機流体成分がブルーミングして、接着力は測定されなか
ったと記載されている。
【０００５】
　特許文献２は、ポリブテン、非イオン性界面活性剤、及び吸油性無機粉体を含む含水系
粘着剤組成物を開示する。この文献には、親水性の含水系粘着剤組成物から疎水性のポリ
ブテンがブリーディングすることを吸油性無機粉体により解決したことが記載されている
。しかし、合成ゴムのような疎水性の粘着剤を使用した粘着剤層から高極性の有機流体成
分がブリーディングすることやその解決方法については一切触れられていない。
【０００６】
　一方、粘着剤層にメタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有させた貼付製剤としては、
例えば、特許文献３に、Ａ－Ｂ－Ａ型熱可塑性のエラストマーと、脂環族飽和炭化水素系
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樹脂と、流動パラフィンと、薬効成分と、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムとを配合し
た膏体を展延してなる貼付製剤が記載されている。しかし、この文献は膏体（粘着剤層）
の凝集力の低下を抑える方法について触れられているのみである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１１４１７５公報
【特許文献２】特開２００７－３９４５１号公報
【特許文献３】特公平３－７１４０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が解決しようとする課題は、粘着剤層が合成ゴムのような疎水性の高い粘着剤と
ともに該疎水性の高い粘着剤とは相溶しにくい極性の高い有機流体成分を含んでいても、
十分に高い接着力が得られる粘着剤層を備えた新規な貼付剤及び貼付製剤を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは上記の課題を解決するために鋭意研究した結果、合成ゴムのような疎水性
の高い粘着剤とともにメタケイ酸アルミン酸マグネシウムを粘着剤層に含有させると、疎
水性の高い粘着剤とは相溶しにくい極性の高い有機流体成分を粘着剤層中に保持できるこ
とを見出し、かかる知見に基づいてさらに研究を進めることにより、本発明を完成するに
至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は以下の通りである。
　［１］　支持体の少なくとも片面に粘着剤層を有する貼付剤であって、
　該粘着剤層は、粘度平均分子量１，７００，０００～６，５００，０００の合成ゴム、
高極性有機流体成分、タッキファイヤー、及びメタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含む
ことを特徴とする、貼付剤。
　［２］　高極性有機流体成分が、有機概念図における無機性値と有機性値とから下記の
式により算出される角度が２０°～８０°の範囲内にある有機流体である、上記［１］記
載の貼付剤。
【００１１】
【数１】

【００１２】
　［３］　粘着剤層中の高極性有機流体成分の含有量が粘着剤層の総重量に対して２０重
量％以下である、上記［１］又は［２］記載の貼付剤。
　［４］　高極性有機流体成分よりも極性が低い低極性有機流体成分をさらに含む、上記
［１］～［３］のいずれかに記載の貼付剤。
　［５］　低極性有機流体成分が、有機概念図における無機性値と有機性値とから下記の
式により算出される角度が０°～１９°の範囲内にある有機流体である、上記［４］記載
の貼付剤。
【００１３】
【数２】

【００１４】
　［６］　粘着剤層中の高極性有機流体成分と低極性有機流体成分の合計含有量が粘着剤
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層の総重量に対して５０重量％以下である、上記［４］又は［５］記載の貼付剤。
　［７］　粘着剤層中のメタケイ酸アルミン酸マグネシウムの含有量が粘着剤層の総重量
に対して２５重量％未満である、上記［１］～［６］のいずれかに記載の貼付剤。
　［８］　上記［１］～［７］のいずれかに記載の貼付剤の粘着剤層に薬物をさらに含有
してなる、貼付製剤。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、合成ゴムのような疎水性の高い粘着剤とともに、該合成ゴムと相溶し
ない高極性の有機流体成分（以下、「高極性有機流体成分」とも称す）を粘着剤層中に含
有しながら、粘着剤層表面への高極性有機流体成分のブルーミングを防止でき、十分に高
い接着力が得られる、貼付剤及び貼付製剤を実現することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明をその実施形態に即して説明する。
　本発明の貼付剤は、支持体の少なくとも片面に粘着剤層を有し、該粘着剤層が、粘度平
均分子量１，７００，０００～６，５００，０００の合成ゴム、高極性有機流体成分、タ
ッキファイヤー、及びメタケイ酸アルミン酸マグネシウムを少なくとも含有する。
【００１７】
　また、本発明の貼付製剤は、本発明の貼付剤の粘着剤層にさらに薬物を含有してなるも
のである。
【００１８】
［合成ゴム］
　本発明で使用する第一の合成ゴムは、粘度平均分子量が１，７００，０００～６，５０
０，０００の合成ゴム（以下、「第一の合成ゴム」とも称す）であり、粘度平均分子量が
この範囲内にあれば特に限定されない。該合成ゴムの具体例としては、例えば、ポリジメ
チルシロキサン、ブチルラバー、エチレン－ビニルアセテート共重合体、エチレン－エチ
ルアクリレート共重合体、ポリ（アルキルビニルエーテル）（例えば、ポリ（プロピルビ
ニルエーテル）、ポリ（イソプロピルビニルエーテル）、ポリ（ブチルビニルエーテル）
等）、ポリ（２－メチルプロペン）、ポリ（エチルエチレン）、ポリ（１，２－ジメチル
エチレン）、エチルエチレン－１，２－ジメチルエチレン共重合体、ポリイソプレン、ポ
リブタジエン、スチレン－イソプレン－スチレンブロック共重合体、スチレン－ブタジエ
ン－スチレンブロック共重合体等が挙げられ、これらはいずれか１種又は２種以上を組み
合わせて用いることができる。中でも、価格、扱いやすさ等からポリ（２－メチルプロペ
ン）、ポリ（エチルエチレン）、ポリ（１，２－ジメチルエチレン）、エチルエチレン－
１，２－ジメチルエチレン共重合体等の分岐脂肪族炭化水素系ポリマーが好ましく、特に
ポリ（２－メチルプロペン）が好ましい。
【００１９】
　合成ゴムは粘度平均分子量が１，７００，０００以上であることから、分子鎖が長く複
雑に絡み合っており、有機流体成分の保持性に優れる。このため、かかる合成ゴムを含む
粘着剤層は２０重量％を超える量（すなわち、粘着剤層の総重量に対して２０重量％超、
好ましくは２５重量％以上）の有機流体成分を保持することが可能となる。合成ゴムの粘
度平均分子量が１，７００，０００より小さい場合、合成ゴムの有機流体成分を保持する
能力が低下するため、２０重量％を超える有機流体成分を含むと粘着剤層から有機流体成
分が滲み出る虞があり、また、有機流体成分が滲み出さない場合でも粘着剤層の接着力が
低下して、貼付製剤は貼付対象に貼付しても剥がれてしまう虞がある。一方、合成ゴムの
粘度平均分子量が６，５００，０００を超える場合そのような合成ゴムを含む粘着剤層は
、皮膚接着力やタックが低下する傾向となる。
【００２０】
　第一の合成ゴムの粘度平均分子量は、好ましくは１，７００，０００～５，５００，０
００、より好ましくは２，０００，０００～５，０００，０００である。
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【００２１】
　ここにいう粘度平均分子量は、シュタウディンガーインデックス（Ｊ０）を、２０℃に
てウベローデ粘度計のキャピラリーのフロータイムからＳｃｈｕｌｚ－Ｂｌａｓｃｈｋｅ
式により算出し、このＪ０値を用いて下式により求めるものである： 
【００２２】
【数３】

【００２３】
　第一の合成ゴムの粘着剤層中の含有量は特に限定されないが、粘着剤層の総重量に対し
て５～５０重量％が好ましく、より好ましくは７～４５重量％、特に好ましくは１０～４
０重量％である。
【００２４】
　第一の合成ゴムの粘着剤層中の含有量が５重量％に満たない場合、粘着剤層の内部凝集
力が低下する虞があり、５０重量％を超える場合、粘着剤層が固くなりタックが低下する
虞がある。
【００２５】
　所望により、粘着剤層は、第一の合成ゴム以外に、粘度平均分子量が４０，０００～８
５，０００の合成ゴム（以下、「第二の合成ゴム」とも称す）をさらに含んでもよい。第
二の合成ゴムは第一の合成ゴムと比較して流動性が大きく、そのため、第一の合成ゴムと
第二の合成ゴムを併用することで、親和性が低いために分離しやすい第一の合成ゴムとタ
ッキファイヤーの分離が抑制され、粘着剤層は適度な柔軟性を維持することが可能となる
。
【００２６】
　第二の合成ゴムの粘度平均分子量が４０，０００に満たない場合、タッキファイヤーと
第二の合成ゴムの親和性が高くなりすぎることから、タッキファイヤーと第一の合成ゴム
との親和性が低下してこれらが分離するのを十分に抑制することができない虞があり、第
二の合成ゴムの粘度平均分子量が８５，０００を超える場合、第二の合成ゴムと第一の合
成ゴムの親和性が高くなりすぎることから、タッキファイヤーと第一の合成ゴムの親和性
が低下してこれらが分離する虞がある。
【００２７】
　第二の合成ゴムの具体例（ゴムの種類）としては、前述の第一の合成ゴムの具体例とし
て挙げたものと同様のものが挙げられ、１種又は２種以上を使用することができる。なお
、第一の合成ゴムと第二の合成ゴムは同種であっても異種であってもよいが、両者の相溶
性の観点から同種が好ましい。
【００２８】
　第二の合成ゴムの粘着剤層中の含有量は特に限定されないが、粘着剤層総重量に対して
５～５０重量％が好ましく、より好ましくは７～４５重量％、最も好ましくは１０～４０
重量％である。第二の合成ゴムの粘着剤層中の含有量が５重量％に満たない場合、第一の
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合成ゴムとタッキファイヤーの分離を十分に抑制できない虞があり、５０重量％を超える
場合、粘着剤層の内部凝集力が低下する虞がある。
【００２９】
　なお、所望により、粘度平均分子量が第一の合成ゴムのそれより小さく、第二の合成ゴ
ムのそれより大きい第三の合成ゴムを粘着剤層に添加してもよい。かかる第三の合成ゴム
の具体例（ゴムの種類）も、前述の第一の合成ゴムの具体例として挙げたものと同様のも
のが挙げられ、１種又は２種以上を使用することができる。
【００３０】
［高極性有機流体成分］
　本発明における高極性有機流体成分（以下、「第一の有機流体成分」とも称す）は、室
温（２５℃）で流体（２種以上を混合して用いる場合には、その混合物が室温（２５℃）
で流体）であり、第一の合成ゴムと相溶しない有機物質を意味する。
【００３１】
　ここで「第一の合成ゴムと相溶しない」とは、有機流体成分１重量部と、第一の合成ゴ
ム９重量部とを、これらと相溶する有機溶媒（例えばトルエン等）５０重量部の存在下に
均一となるまで混合し、前記有機溶媒を乾燥、除去して得られた固形物を、室温（２５℃
）下で１週間保存した場合に、高極性有機流体成分のブリードが目視にて確認できること
である。なお、上記の有機流体成分と第一の合成ゴムとの有機溶媒存在下での混合は、例
えば、有機流体成分、第一の合成ゴム及び有機溶媒をスパチュラを用いて人手で３０分間
攪拌することによって行なう。
【００３２】
　このような第一の合成ゴムと相溶しない高極性有機流体成分は、具体的には、有機概念
図における無機性値と有機性値から下記の式（数４）により算出される角度（以下、この
角度を「有機概念図上の角度」とも称す）が２０°～８０°の範囲内にある有機流体（す
なわち、室温（２５℃）で流体である有機化合物）該当する。
【００３３】
【数４】

【００３４】
　なお、有機概念図とは、化合物の性質を、共有結合性（疎水性）を表わす有機性値とイ
オン結合性（親水性）を表わす無機性値に分け、すべての有機化合物を有機性値をＸ軸、
無機性値をＹ軸にとった直交座標上にプロットしていくものである。この有機概念図は「
新版　有機概念図　基礎と応用」（甲田善生、佐藤四郎、本間善夫、新版、三共出版、２
００８年１１月３０日）に詳しく説明されている。一般に、有機軸に近いほど疎水性が高
く、無機軸に近いほど親水性が高い性質を示す。
【００３５】
　有機概念図上の角度が２０°～８０°の範囲内にある有機流体としては、例えば、グリ
セリン、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピ
レングリコール、トリプロピレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレング
リコール、ポリプロピレングリコール等のグリコール類；ポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油誘導体（ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油４０、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油５０
、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油６０等）、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エス
テル類（ポリソルベート８０（Ｔｗｅｅｎ８０）、ポリソルベート６０（Ｔｗｅｅｎ６０
）、ポリソルベート４０（Ｔｗｅｅｎ４０）、ポリソルベート２０（Ｔｗｅｅｎ２０）等
）、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール（プルロニックＦ－６８、ＰＥ
Ｐ－１０１、ポロクサマー１８８等）等の非イオン性界面活性剤；ラウリル硫酸ナトリウ
ム等のアニオン界面活性剤；乳酸、グリコール酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸等のヒド
ロキシ酸；酢酸、カプリン酸、カプリル酸、ラウリン酸、オレイン酸等の脂肪酸；オレイ
ン酸、カプリル酸、ラウリン酸等の中鎖脂肪酸のグリセリンエステル（モノグリセリド、
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ジグリセリド、トリグリセリド又はそれらの混合物）；乳酸エチル、乳酸セチル、クエン
酸トリエチル、フタル酸ジブチル、酢酸ベンジル等のエステル；メタノール、エタノール
、直鎖又は分岐のプロパノール、直鎖又は分岐のブタノール、直鎖又は分岐のペンタノー
ル、直鎖又は分岐のヘキサノール、直鎖又は分岐のヘプタノール、直鎖又は分岐のオクタ
ノール、直鎖又は分岐のノナノール、直鎖又は分岐のデカノール、直鎖又は分岐のウンデ
カノール、直鎖又は分岐のドデカノール、直鎖又は分岐のテトラデカノール等の飽和アル
コールや、直鎖又は分岐のプロペノール、直鎖又は分岐のブテノール、直鎖又は分岐のペ
ンテノール、直鎖又は分岐のヘキセノール、直鎖又は分岐のヘプテノール、直鎖又は分岐
のオクテノール、直鎖又は分岐のノネノール、直鎖又は分岐のデセノール、直鎖又は分岐
のウンデセノール、直鎖又は分岐のドデセノール等の不飽和アルコール等の炭素数が１～
１４の１価アルコール；Ｎ－メチルピロリドン、Ｎ－ドデシルピロリドンのようなピロリ
ドン類；ジメチルスルホキシド、デシルメチルスルホキシドのようなスルホキシド類；１
，３－ブタンジオール；エトキシ化ステアリルアルコール等が挙げられる。
【００３６】
　第一の有機流体成分は、特に貼付製剤における薬物の皮膚透過促進効果の観点から、有
機概念図上の角度が２５～６０°の範囲内にあるものが好ましい。
【００３７】
　第一の有機流体成分は１種又は２種以上を使用することができ、粘着剤層中の含有量は
粘着剤層の総重量に対して１～２０重量％が好ましく、より好ましくは２～１７重量％、
特に好ましくは２～１５重量％である。
【００３８】
［低極性有機流体成分］　
　粘着剤層には第一の有機流体成分よりも極性が低い低極性有機流体成分（以下、「第二
の有機流体成分」とも称す）を含有させることができる。かかる第二の有機流体成分は、
有機概念図上の角度が０°～１９°の範囲内にある有機流体であれば特に限定されず、例
えば、オリーブ油、ヒマシ油、ラノリン等の油脂類；スクアラン、流動パラフィンのよう
な炭化水素類；高級脂肪酸アルキルエステル（ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸
イソプロピル、オレイン酸エチル、ラウリン酸イソステアリル、ミリスチン酸オクチルド
デシル、パルミチン酸オクチル等の炭素数８～１８（好ましくは１２～１６）の脂肪酸と
炭素数が１～２２の１価アルコールとのエステル等）；高級アルコール（直鎖アルコール
（セチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オレイルアルコール
、セトステアリルアルコール、硬化ナタネ油アルコール等）、分枝鎖アルコール（ラノリ
ンアルコール、コレステロール、フィトステロール、ヘキシルドデカノール、イソステア
リルアルコール、オクチルドデカノール等）等の炭素数１６～２２のアルコール等）等が
挙げられる。かかる低極性有機流体成分（第二の有機流体成分）は１種又は２種以上を使
用できる。
【００３９】
　第二の有機流体成分の粘着剤層中の含有量は粘着剤層の総重量に対して０～１９重量％
が好ましく、好ましくは７．５～１８．７５重量％、より好ましくは１２．５～１８．７
５重量％である。
【００４０】
　第一の有機流体成分と第二の有機流体成分の両方を含む場合、それらの粘着剤層中の合
計含有量は、多すぎると粘着剤層の形状を保持することが困難となるため、粘着剤層の形
状を保持できる範囲であれば特に限定されないが、粘着剤層の総重量に対して５０重量％
以下が好ましい。なお、保持できる有機流体成分の量が多いほど、貼付製剤における薬物
の皮膚透過性と薬物溶解性が向上することから第一の有機流体成分と第二の有機流体成分
の合計含有量は粘着剤層の総重量に対して２０重量％超が好ましく、２５重量％以上がよ
り好ましい。
【００４１】
［メタケイ酸アルミン酸マグネシウム］
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　メタケイ酸アルミン酸マグネシウムは、医薬製剤分野で、従来から粉末及び顆粒の充填
能ならびに打錠特性の向上等の目的で使用されている添加剤である。メタケイ酸アルミン
酸マグネシウムは、例えば、ノイシリンの商品名の下で、富士化学工業から入手可能であ
る。また、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムは、アルミニウム、マグネシウム及びケイ
素原子が酸素原子を介して３次元的に重合した非晶質の複合酸化物からなるものが好まし
く、かかる複合酸化物は、より具体的には、一般式、Ａｌ２Ｏ３／ａＭｇＯ／ｂＳｉＯ２

・ｎＨ２Ｏ（式中、ａ＝０．３～３、ｂ＝０．３～５である。）で表されるメタケイ酸ア
ルミン酸マグネシウムである。このようなメタケイ酸アルミン酸マグネシウムは、その多
孔性構造により、高極性の第一の有機流体成分を安定に保持することが可能となる。
【００４２】
　粘着剤層における、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムの含有量は、適宜設定でき、特
に限定するものではないが、粘着剤層の総重量に対して１重量％以上、２５重量％未満が
好ましい。２５重量％以上であると粘着剤層が固くなり過ぎ、接着力が著しく低下してし
まう虞がある。１重量％以上とすることで、十分な効果が得られる。すなわち、第一の合
成ゴムと相溶しない高極性有機流体成分（第一の有機流体成分）の粘着剤層中への保持が
可能になる。メタケイ酸アルミン酸マグネシウム量の含有量はより好ましくは２．５～２
２．５重量％、さらに好ましくは５～２２．５重量％、とりわけ好ましくは７．５～２２
重量％、最も好ましくは１０～２２重量％である。
【００４３】
　タッキファイヤーとしては、例えば、ポリブテン類、ロジン系樹脂、テルペン系樹脂、
石油系樹脂（例えば、石油系脂肪族炭化水素樹脂、石油系芳香族炭化水素樹脂、石油系脂
肪族・芳香族共重合炭化水素樹脂、石油系脂環族炭化水素樹脂（芳香族炭化水素樹脂を水
素添加したもの）等）、クマロン系樹脂等が挙げられる。なかでも、石油系脂環族炭化水
素樹脂（芳香族炭化水素樹脂を水素添加したもの）が好ましい。タッキファイヤーは、一
種又は二種以上を組み合わせて用いてもよい。タッキファイヤーの粘着剤層中の含有量は
、粘着剤層の総重量に対して５～５０重量％が好ましく、より好ましくは７～４５重量％
、特に好ましくは１０～４０重量％である。タッキファイヤーの割合が５重量％未満では
タックが乏しい場合があり、５０重量％を超えると粘着剤層が破壊傾向を示す等の好まし
くない場合がある。
【００４４】
［薬物］
　本発明の貼付製剤に配合される薬物は、特に限定されず、ヒト等の哺乳動物にその皮膚
を通して投与し得る、すなわち経皮吸収可能な薬物が好ましい。そのような薬物としては
、具体的には、全身性麻酔薬、催眠・鎮静薬、抗癲癇薬、解熱鎮痛消炎薬、鎮暈薬、精神
神経用薬、中枢神経薬、抗痴呆薬、局所麻酔薬、骨格筋弛緩薬、自律神経用薬、鎮痙薬、
抗パーキンソン薬、抗ヒスタミン薬、強心薬、不整脈用薬、利尿薬、血圧降下薬、血管収
縮薬、冠血管拡張薬、末梢血管拡張薬、動脈硬化用薬、循環器用薬、呼吸促進薬、鎮咳去
痰薬、ホルモン薬、化膿性疾患用外用薬、鎮痛・鎮痒・収斂・消炎用薬、寄生性皮膚疾患
用薬、止血用薬、痛風治療用薬、糖尿病用薬、抗悪性腫瘍用薬、抗生物質、化学療法薬、
麻薬、禁煙補助薬等が挙げられる。
【００４５】
　また、薬物は、フリー塩基である薬物だけでなく、その生理学的に許容される塩も含む
。そのような塩は特に限定されないが、たとえば、ギ酸塩、酢酸塩、乳酸塩、アジピン酸
塩、クエン酸塩、酒石酸塩、メタンスルホン酸塩、フマル酸塩、マレイン酸塩等が挙げら
れ、無機酸の付加塩としては、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩等が例示できる。また
、薬物は、溶媒和物であってもよく、水和物及び非水和物であってもよい。
【００４６】
　本発明の貼付製剤において、薬物は、有機概念図上の角度が２０°～８０°の範囲内に
ある薬物が好ましく、より好ましくは有機概念図上の角度が２２°～７９°の薬物である
。このような薬物は、高極性有機流体成分（第一の有機流体成分）と相溶することから、
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粘着剤層中に安定に保持される。薬物の粘着剤層中の含有量は、その経皮吸収用薬物の効
果を満たし、粘着剤層の接着特性を損なわない範囲であれば特に限定されないが、好まし
くは粘着剤層の総重量に対して０．１～５０重量％、より好ましくは０．５～４０重量％
である。０．１重量％より少ないと治療効果が十分でない虞があり、５０重量％より多い
と粘着剤層中の粘着剤の割合が少なくなりすぎて粘着剤層が十分な接着力を示さない虞が
ある。
【００４７】
　本発明に用いる支持体としては、特に限定されないが、実質的に粘着剤層の構成成分（
特に有機流体成分）に対して不透過性のもの、特に貼付製剤においては、粘着剤層中の薬
物が支持体中を通って背面から失われて含有量の低下を引き起こさないものが好ましい。
そのような支持体としては、例えば、ポリエステル、ナイロン、サラン（登録商標）、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、エチレン－アクリル酸エチル共重合体、
ポリテトラフルオロエチレン、サーリン（登録商標）等の単独フィルム、金属箔、又はこ
れらから選ばれる２種以上のフィルムを積層したラミネートフィルム等が挙げられる。支
持体の厚みは２～１００μｍが好ましく、２～５０μｍがより好ましい。
【００４８】
　本発明の貼付剤及び貼付製剤は、使用時まで粘着剤層の粘着面を保護するため、該粘着
面に剥離ライナーを積層するのが好ましい。剥離ライナーとしては、剥離処理がなされ、
充分に軽い剥離力を確保できれば、特に限定されるものでは無く、例えば、ポリエステル
（例えば、ポリエチレンテレフタレート等）、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等か
ら選ばれる１種又は２種以上のプラスチックから形成されたプラスチックフィルム；上質
紙、グラシン紙等の紙；上質紙又はグラシン紙等とポリオレフィンフィルムを積層したラ
ミネートフィルム等からなる基材の粘着剤層と接触する面にシリコーン樹脂、フッ素樹脂
等を塗布することによって剥離処理が施されたものが用いられる。バリアー性、価格の点
から、基材がポリエステル（特に、ポリエチレンテレフタレート）フィルムからなるもの
が好ましい。該剥離ライナーの厚みは、通常１０～２００μｍ、好ましくは２５～１００
μｍである。
【００４９】
　本発明の貼付剤及び貼付製剤の形状は特に限定されず、例えばテープ状、シート状、リ
ザーバー型等を含む。
【００５０】
　本発明の貼付剤及び貼付製剤は、例えば、第一の合成ゴム、高極性有機流体成分（第一
の有機流体成分）、タッキファイヤー及びメタケイ酸アルミン酸マグネシウム（貼付製剤
においてはさらに薬物）を、必要に応じて配合されるその他の成分とともに、トルエン等
の適当な溶剤に溶解し、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを分散し、得られた粘着剤層
形成用組成物の塗液を剥離ライナー上に塗布、乾燥して、粘着剤層を形成し、この粘着剤
層上に支持体を積層して製造することができる。
【００５１】
　また、本発明の貼付剤及び貼付製剤は、例えば、上記粘着剤層形成用組成物の塗液を支
持体に直接塗布、乾燥して、支持体上に粘着剤層を形成し、製造することができる。
【００５２】
　本発明の貼付剤及び貼付製剤は、使用直前に剥離ライナーを剥がして、露出した粘着面
を皮膚面等に貼付して使用することができる。
【実施例】
【００５３】
　以下に実施例を挙げて本発明を詳しく説明するが、本発明は以下に記載の実施例に限定
されるものではない。なお、特記しない限り、各成分の割合は、重量部数で表記した。
【００５４】
　実施例及び比較例で使用した原料及びその略称は以下の通りである。
【００５５】



(10) JP 5698018 B2 2015.4.8

10

20

30

40

50

（粘着成分）
　第一の合成ゴムとしての粘度平均分子量４，０００，０００のポリイソブチレン２４部
、第二の合成ゴムとしての粘度平均分子量５５，０００のポリイソブチレン３６部、及び
タッキファイヤーとしての脂環族飽和炭化水素樹脂（荒川化学社製、アルコンＰ１００）
４０部を混合して粘着成分を得た。
【００５６】
（高極性有機流体成分）
　ＰＧＭＬ：プロピレングリコールモノラウレート、有機概念図上の角度２８°
　ＰＯＥ（４．２）：ポリオキシエチレン（４．２）ラウリルエーテル、有機概念図上の
角度４３°
　Ｔｗｅｅｎ８０：ポリオキシエチレン(２０)ソルビタンモノオレエート（和光純薬工業
社製）、有機概念図上の角度５６°
　Ｇｌｙｃｅｒｉｎ：グリセリン、有機概念図上の角度７９°
【００５７】
（低極性有機流体成分）
　ＩＰＭ：ミリスチン酸イソプロピル、有機概念図上の角度１０°
【００５８】
（メタケイ酸アルミン酸マグネシウム）
　ノイシリン：ノイシリンＵＦＬ２（富士化学工業社製）
【００５９】
（メタケイ酸アルミン酸マグネシウム以外の紛体）
　ＸＰＶＰ：架橋ポリビニルピロリドン（ＢＡＳＦ、Ｋｏｌｌｉｄｏｎ　ＣＬ－Ｍ）
　ＳｉＯ２：サイリシア７３０（富士シリシア化学社製）
　ＨＴ：ハイドロタルサイト（和光純薬工業社製）
【００６０】
［実施例１～２５及び比較例１～８］
　高極性有機流体成分として、ＰＧＭＬ（有機概念図上の角度２８°）を使用し、表１に
記載の配合割合にしたがって粘着剤層形成用組成物のトルエン溶液を調製し、得られた溶
液をシリコーン剥離処理を施したポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製ライナー（厚
さ７５μｍ）上に、乾燥後に６０μｍの厚みとなるように塗布し、これを熱風循環式乾燥
機中で１００℃、３分間乾燥して粘着剤層を形成した。この粘着剤層をＰＥＴ製支持体に
貼り合わせ、シート状の貼付剤を得た。そして、得られた貼付剤を下記の接着力試験に供
した。
【００６１】
［接着力試験］
　試験板（ステンレス板）を３６０番の耐水研磨紙で表面を均一に研磨し、洗浄した。そ
の後、以下の手順に従って１８０°引張り試験を実施した。
（１）幅２４ｍｍ、長さ５０ｍｍの貼付剤（サンプル）の長さ方向の一端を約５ｍｍ剥が
して１８０°角に折り返し、補助紙を貼り付けて長さを延長した。
（２）ライナーを取り除いた後、ステンレス板に速やかにサンプルを貼り付け、直ちに重
量２Ｋｇのゴムローラーを３００ｍｍ／分の速さでサンプルの上を２回通過させた。
（３）上記のサンプルを貼付した試験板を２３±２℃、相対湿度５０±１０％に３０分間
放置した。
（４）引張り試験機に１８０°引張用治具を装着し、試験板を治具にセットし、補助紙の
一端は上部の留金に固くはさみ、１分間に３００ｍｍの速さで連続して引き剥がし、荷重
を測定し、記録した。
（５）測定結果を記録したチャートより等間隔で３回荷重を読み取り（読み取り位置：２
０、４０、６０ｍｍ）、平均した。Ｎ＝３の平均値を算出した。
【００６２】
（評価）
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　　××：粘着剤層形成用組成物のトルエン溶液と高極性有機流体成分が分離、もしくは
粉体が凝集したため、均一な粘着剤層を形成できなかった。
　　　×：粘着剤層を形成した後、ＰＥＴ製支持体に貼り合わせたが、支持体に投錨しな
かったため、接着力を測定できなかった。
　　　△：接着力が０．２［Ｎ］未満
　　△△：接着力が０．２［Ｎ］以上、０．４［Ｎ］未満
　△△△：接着力が０．４［Ｎ］以上、０．７［Ｎ］未満
　　　○：接着力が０．７［Ｎ］以上、１．０［Ｎ］未満
　　○○：接着力が１．０［Ｎ］以上、１．６［Ｎ］未満
　　　◎：接着力が１．６［Ｎ］以上、２．０［Ｎ］未満
　　◎◎：接着力が２．０［Ｎ］以上
【００６３】
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【表１】

【００６４】
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【表２】

【００６５】
【表３】

【００６６】
　表２、３から、高極性有機流体成分であるＰＧＭＬ（有機概念図上での角度：２８°）
を含有する粘着剤層にノイシリンを含有させることにより粘着剤層の接着力が向上するこ
と、及び、ノイシリン以外の粉体では粘着剤層にそれを含有させても粘着剤層の接着力は
向上しないか、或いは、粘着剤層の接着力が向上しても、その向上効果はノイシリンに比
べて劣ることが分かる。
【００６７】
［実施例３１～６０及び比較例９～１６］
　高極性有機流体成分として、Ｔｗｅｅｎ８０（有機概念図上の角度：５６°）を使用し
、表４に記載の配合割合にしたがって粘着剤層形成用組成物のトルエン溶液を調製し、得
られた溶液をシリコーン剥離処理を施したポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製ライ
ナー（厚さ７５μｍ）上に、乾燥後に６０μｍの厚みとなるように塗布し、これを熱風循
環式乾燥機中で１００℃、３分間乾燥して粘着剤層を形成した。この粘着剤層をＰＥＴ製
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支持体に貼り合わせ、シート状の貼付剤を得た。そして、得られた貼付剤を前記の接着力
試験に供した。
【００６８】
【表４】

【００６９】
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【表５】

【００７０】
【表６】

【００７１】
　表５、６から高極性有機流体成分であるＴｗｅｅｎ８０を含有する粘着剤層にノイシリ
ンを含有させることにより粘着剤層の接着力が向上すること、及び、ノイシリン以外の粉
体では粘着剤層にそれを含有させても粘着剤層の接着力は向上しないか、或いは、粘着剤
層の接着力が向上しても、その向上効果はノイシリンに比べて劣ることが分かる。
【００７２】
［実施例６１～９０及び比較例１７～２４］
　高極性有機流体成分として、Ｇｌｙｃｅｒｉｎ（有機概念図上の角度７９°）を使用し
、表７に記載の配合割合にしたがって粘着剤層形成用組成物のトルエン溶液を調製した。
ただし、Ｇｌｙｃｅｒｉｎは３０％イソプロパノール溶液を調製して加えた。得られた溶
液をシリコーン剥離処理を施したポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製ライナー（厚
さ７５μｍ）上に、乾燥後に６０μｍの厚みとなるように塗布し、これを熱風循環式乾燥
機中で１００℃、３分間乾燥して粘着剤層を形成した。この粘着剤層をＰＥＴ製支持体に
貼り合わせ、シート状の貼付剤を得た。そして、得られた貼付剤を前記の接着力試験に供
した。
【００７３】
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【表７】

【００７４】
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【表８】

【００７５】
【表９】

【００７６】
　表８に示されるように、高極性有機流体成分であるＧｌｙｃｅｒｉｎ（有機概念図上で
の角度７９°）を含有する粘着剤層形成用組成物は、トルエン溶液中でＧｌｙｃｅｒｉｎ
が分離してしまい、均一な粘着剤層を作製することができなかった。しかし、ノイシリン
を２．５％以上含むことで、均一な粘着剤層を作製することが可能になり、接着力も高い
結果となった。また、表９に示されるようにノイシリン以外の粉体では、粘着剤層形成用
組成物のトルエン溶液中で粉体が凝集するか、若しくはＧｌｙｃｅｒｉｎが分離したため
、均一な粘着剤層を形成することができなかった。
【００７７】
＜貼付製剤＞
　上記実施例における貼付剤の粘着剤層中の粘着剤のうち１重量部を、薬物としてインド
メタシン又はイバンドロン酸１重量部に置き換えた以外は、同様にして貼付製剤を作製す
る。
　これらの貼付製剤は、各実施例の貼付剤と同様の特性を有するものである。
　なお、上記薬物の、有機概念図における無機性値と有機性値とから算出される角度（有
機概念図上の角度）は、次のとおりである。
　・インドメタシン　４４°
　・イバンドロン酸　７７°
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